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平素より町政運営にあたりまして、深いご理解とご協力を賜
り厚く御礼申し上げます。

本町は昭和31年に「高池町」、「明神村」、「小川村」、
「三尾川村」、「七川村」の５町村が合併して誕生し、今年で
町制施行69周年を迎えます。古座川町は紀伊半島南端内陸部に
位置し、町の中央を清流古座川が流れ、町の面積294.23㎢のうち、
約96％が森林であり、緑豊かな農山村であります。

国内外の社会情勢や経済情勢が大きく変貌する中、本町におきましても、
人口減少や産業形態の変遷などにより、人々の生活も大きく変わってきて
おります。少子高齢化、産業の低迷、交通網や生活基盤の遅れなど、極め
て厳しい状況にありますが、町⺠の皆さまが健やかで安⼼して暮らすこと
のできるよう、職員とともに計画を進め、「持続可能なまちづくり」を目
指してまいります。

町内の温泉宿泊施設「ぼたん荘」は、休止期間中に施設の改修を行い、
令和６年８月末に完成し、宿泊を始め日帰り入浴等様々なサービスをご用
意しております。「ぼたん荘」は、古座川観光の拠点施設また滞在型交流
施設として、地域観光、地域経済の発展に大きく寄与するとともに、住⺠
の皆さまの憩いの場として生活、福祉の向上に大きな役割を果たすものと
確信いたしております。

町⺠の皆さまのご苦労やご⼼配を少しでも解消し、暮らしの安全安⼼を
第一に、今後も引き続き、国・県と連携し、事業所支援や生活支援に努め
てまいります。また、福祉・産業振興・子育て支援の充実、町内道路の整
備、災害対策の強化や生活支援の充実など、さまざまな分野での課題解決
に取り組んでまいります。

本町勢要覧は、私たちのまちづくりをご理解いただくための資料として、
ご活用いただければ幸甚に存じます。

令和７年１月

古座川町長 大屋 一成

ごあいさつ



南紀

直見キャンプ場
（仮称）



図２ 古座川からの距離
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南紀白浜空港

古座川町の概要
古座川町は、和歌山県南東部に位置し、東⻄19.5km、南北21.7km、面積294.23㎢

を有しています｡町の最北にそびえる紀伊半島南部の最高峰、大塔山（標高1,121ｍ）
に源を発する古座川が町の中央を流れています｡

町面積の約96％が森林で、温暖多雨な気候で樹木の育成に適しており、良質な古座
川材の産地として古くから知られています｡また、古座川流域の豊かな観光資源に恵
まれ、清流古座川を中⼼にレクリエーション地としても注目されています｡

町制施行は、昭和31年３月31日に高池町、明神村、小川村、三尾川村、七川村の１
町４村の合併によりなされました。合併当時には１万人いた人口も、令和７年１月１
日現在では2,302人となり、少子高齢化が進み、過疎化する集落を維持するため、さ
まざまな対策を講じているところです。

町内の交通は、国道371号を幹線とする道路網が中⼼となり、京阪神方面へは近畿
自動車道紀勢線、国道42号、鉄道ではJR紀勢本線が結ばれ、東京方面へは南紀白浜空
港も利用されています。平成27年には近畿自動車道紀勢線がすさみ町江住まで延⻑さ
れた他、小川地区の中崎トンネルの開通、那智勝浦新宮道路が那智勝浦町市屋まで延
⻑されたことにより、多方面へのアクセスがより便利になりました｡



まちづくりの行動目標
本町の将来像｢豊かな心と生きがいを育むまち 古座川」を目指し、まちづくりの基

本姿勢として、２つの柱を掲げています。

１．‛‛きらりと光るʼʼ古座川

２．‛‛町⺠とともに築くʼʼ古座川

さらに、その実現に向け、６つのまちづくりの基本目標を掲げています。
(１)田舎でも安心の福祉サービス
(２)未来と過去を繋ぐ教育
(３)住みたい、住み続けたい生活環境
(４)癒しと活力いっぱいの古座川タウン
(５)きよらかな環境を守るまち
(６)郷土愛に満ちた相互扶助のまち

基本目標１〜⽥舎でも安⼼の福祉サービス〜
◎子育て支援の充実

子育て支援サービスの充実をはじめ、安心して子ど
もを産み、育てられる環境づくりに取り組んでいます。
令和元年度に策定した「第２期古座川町子ども・子育
て支援事業計画」（令和２年度〜６年度）に基づき、
０歳から15歳までの子育て支援・一貫教育として、幼
児期の学校教育・保育、地域の子ども、子育て支援に
ついて総合的に取り組んでいます。

英語指導員の保育所への派遣や、町内在住の園児の
保育料を無償としています。また、妊娠から出産後18歳までの保健師によるサポート
体制の充実、妊産婦健康診査などの各種費用の助成、未就園児を対象とした子育て支援
センターでの相談指導の実施や、学童保育所を運営し、子育て家庭への支援、地域全体
で子育てを支援する基盤整備を図っています。

高校生等の子育て世帯の経済的支援を行うため、町独自の支援金を給付しています。

◎保健・医療の充実

「自分の健康は自分で守る」ことを基本とし、すべての住⺠が健康で元気に暮らせる
よう、関係機関が連携して、健康に関する教育・指導・相談等の体制を整備しています。
また、医療ニーズの高度化・多様化に対応し、地域で安心な医療が受けられるよう、医
療機関と連携した医療体制の充実を図ります。

古座川町保健福祉センターは、明神診療所、役場健康福祉課、地域包括支援センター、
社会福祉協議会などが一体となっており、保健・医療・福祉等の複合施設として、町の
保健福祉活動の拠点となっています。町内の診療所は、明神診療所のほかに、七川診療
所や三尾川へき地診療所、小川へき地診療所があります。
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◎高齢者福祉の充実

高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、
社会参加や在宅生活への支援を充実するとともに、介
護保険における介護予防事業、地域支援事業の充実に
努め、ともに支え合う地域づくりを推進しています。

「いきいき百歳体操」などの運動教室や、社会福祉
協議会の「ふれあいカフェ」など、高齢者の皆様が充
実した日々を送れるようなイベントを企画しています。

◎障害者福祉の充実

障害者が地域社会の一員として自立した生活を送れるよう、自立支援サービスの定着
や充実を図るとともに、地域で関わり合える社会環境づくりを推進しています。

日常生活を支援するための補装具を１割負担で利用できる「補装具費支給制度」など
の助成制度や、障害に関する相談、通院等の移動支援、施設への入所や事業所の利用に
係る費用を給付する「障害福祉サービス費給付制度」などのサービスがあります。

◎地域福祉の充実

すべての住⺠が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりに向けて、社会福祉協
議会をはじめ、⺠生委員・児童委員、ボランティア団体など各種団体との連携を強化す
るとともに、地域を交えた福祉の向上に努めています。また、高齢者の方をはじめ、幅
広い世代の方が交流できる場所として、集いの場「陽だまり」を運営しています。

基本目標２〜未来と過去をつなぐ教育〜
◎就学前・学校教育の充実

古座川町の保育・学校教育では、「ふるさと
古座川をたくましく切り拓く能力を備え、心豊
かで創造性に富んだ幼児・児童・生徒の育成」
を目指しています。その実現に向け、子どもた
ちの「生きる力」を育成するため、「確かな学
力」「豊かな心」「健やかな身体」という『知・
徳・体』の調和のとれた保育・教育を推進して
います。

令和２年度に改訂した「古座川町子ども教育
15年プラン」では、家庭や地域社会との連携を
深める保育所・学校づくりとして、「ふるさと教育」を掲げています。

また、英語教育を推進し、ＡＬＴ（外国語指導助手）、英語教育推進員の外国人指導
者による保育所での英語教育や、小中学生向けの無料の英会話教室を行っています。

その他には、読書活動支援員による町内各学校での読書活動の推進、古座川で捕れた
ジビエや地元産の米や野菜を給食に使用し、地産地消にも取り組んでいます。
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◎生涯学習・生涯スポーツの推進

子どもから高齢者まで、生涯にわたって文化的で
豊かな人生を送れるよう、公⺠館教室を開催し、書道、
染色、ピアノなどの活動により、主体的に学ぶ生涯学
習の充実に努めています。

また、グラウンドゴルフ大会、ゲートボール大会、
ソフトテニス大会などを開催し、参加者それぞれの体
力や年齢に応じたスポーツ活動を行える環境づくりを
支援しています。

中央公⺠館は、生涯学習・多世代交流、子育て支援の拠点として活用するとともに、
公⺠館図書室としても開放しています。

◎⻘少年の健全育成の推進

⻘少年の健全育成を目指し、関係機関、家庭などが一体となって取り組む体制を確立
し、⻘少年のまちづくり活動などへの参画促進や⻘少年団体の育成・支援を推進してい
ます。

川崎市との交流事業では、川崎市の児童・生徒の訪問受け入れと、古座川町の児童が
川崎市を訪問する相互交流を行い、子どもたちのコミュニケーション能力・協調性・自
主性を育み、ふるさとを愛し守り育てる意欲や態度の育成を図っています。

◎文化・芸術の振興

中央公⺠館を中心とした町⺠主体の芸術・文化活動
を支援するとともに、文化財の保存・整備と無形⺠俗
文化財や地域特有の食文化・生活文化の伝承に努めて
います。

中央公⺠館２階に、公⺠館図書室や学習スペースを
設置し、展⽰している実物の⺠俗資料や「新古座川⾵
土記」などにより、古座川町の歴史に触れることがで
きます。

また、地域で語り継がれている⺠話をまとめた冊子「古座川の⺠話」は、貴重な文化
遺産として活用しています。

基本目標３〜住みたい、住み続けたい生活環境〜
◎道路網の整備

広域的なアクセスの向上、町内の地域間交流の強化と安全性・利便性の向上及び定住
人口増に向け、町内道路網の計画的な整備、一般国道42号串本太地道路古座川インター
チェンジ（仮称）整備を契機とするアクセス道路の整備を進めるとともに、環境と人に
優しい道路空間づくりを心がけています。

また、橋梁⻑寿命化修繕計画に基づく橋梁の補修、町内各路線の適正な維持管理に努
めています。
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◎公共交通の維持・充実

利便性の高い公共交通を維持・充実させるため、ニー
ズを把握し、特性に合った公共交通体系の構築に努め
ています。町内唯一の公共交通「ふるさとバス」は、
平成13年から運行を開始し、現在はスクールバス併用
で２路線を運行しています。令和３年６月には、バス
利用者から寄せられた意見を基に運行内容を改正しま
した。

通学・通院等での住⺠の移動手段を確保するため、
地域を支える公共交通として運行を継続します。

◎水道施設の維持・整備

安全な水を安定して供給するため、老朽化した設備の更新や施設整備を行い、災害に
強い水道施設づくりに努めています。導管及びその他の工作物により飲用に適する水と
して供給する施設が53施設あり、そのうち水道法の適用を受ける簡易水道が７施設、
残りの46施設は水道法適用外の飲料水供給施設及び簡易給水施設として位置づけられ、
運営は各地区等が行っています。

◎消防・防災・救急体制の充実

自然災害からの安全確保のため、地域防災力の向
上に努め、豊かな自然を大切な財産とし、安心して
暮らせる総合的な防災対策を推進しています。

令和２年度には、高池下部区に「古座川町津波避
難総合センター」が完成し、津波や洪水被害等の災
害対策として活用しています。

◎住宅・住宅団地の整備

安心して暮らせる住環境の整備、住宅の適正管理を行い、町⺠にとって快適な住環境
の確保に努めています。公営住宅⻑寿命化計画に基づき、既存住宅の計画的な維持管理
を行い、津波や洪水等の災害を想定した新たな住宅地等の確保にも取り組んでいます。

◎情報基盤の充実

情報通信基盤の整備を促し、町⺠のまちづくり活動のための必要な施策の推進に努め
るとともに、積極的な情報発信による産業活動の活性化や防災情報体制の整備に努め、
情報化社会の変化に対応できるまちづくりを目指しています。

◎定住の促進

移住定住者のための空き家情報の充実や各種補助事業を実施するとともに、各種セミ
ナーやフェアなどへの積極的な参加を行うなど、より多くの人に古座川町を知ってもら
う事業を推進しています。平成27年度から令和6年度までに「地域おこし協力隊」を16
名採用し、地域外の人材の町への移住を促進するとともに、関係機関と連携し、情報交
流や農林業・観光の振興、地域産業の活性化など、多様な交流を推進しています。
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基本⽬標４〜癒しと活⼒いっぱいの古座川タウン〜
◎農林業の振興

安全・安心な食を提供する自立した農業の実現に向け、多面的な農業振興施策を総
合的、計画的に推進し、持続可能な農業を目指しています。

町の推奨三品目であるゆず・しきみ・せんりょうの他、休耕田を活用して栽培され
たにんにくは新たな特産品として注目されています。特産品の積極的な販売・市場調
査を行い、消費者ニーズに対応した新たな特産品づくりに取り組んでいます。

また、農林産物に被害を及ぼす有害鳥獣の鹿や猪
等を「山の恵み」として捉え、「ジビエ」という貴
重な地域資源として活用しようと発想を転換し、ジ
ビエ製品の販売を行っています。

林業については、⻑引く⽊材不況などにより厳し
い情勢にありますが、国・県の補助事業・森林環境
譲与税を活用し、関係機関との連携により適切な森
林整備を図っています。

◎観光・交流事業の振興

交流人口の増加と地域活性化に向け、多様化、高度化する観光・レクリエーション
ニーズに即した多面的な取り組みを一体的に推進し、観光・交流機能の拡充に努めて
います。

古座川町への観光の目的は、川釣り、キャンプ、川遊び、花見、温泉・保養、サイ
クリングなどが主なものです。

町内には「道の駅一枚岩」、「道の駅瀧之拝太郎」、
「道の駅虫喰岩」の３つの道の駅があり、観光の拠
点となっています。また、南紀熊野地域は日本ジオ
パークに認定され、町内では11か所がジオサイトと
して認定されています。

近年は、アウトドアブームによりサイクリングや
カヌー、キャンプ客が増加しており、今後、豊かな
自然環境を生かした観光振興を進めるため、宿泊施
設の改修やキャンプ場等の運営計画など観光客の受け入れ体制の整備に取り組んでい
ます。

◎商工業の振興

にぎわいと活力あふれるまちづくりの一環として、商工会と連携し、魅力ある商業
環境づくりを進め、商業の活性化を図ります。また、地域経済の活性化と雇用の場の
確保に向けた取り組みと既存企業の体質強化を促進します。

古座川町の商工業は、小規模なスーパーと個人商店で構成され、外部からの進出企
業を除けば地場の小規模な製材業等が中心となっています。



基本⽬標５〜きよらかな環境を守るまち〜
◎自然・環境と共生する地域社会

自然環境と調和した、町⺠が生涯にわたって快適に暮らせる環境づくりを推進するとと
もに、快適で美しいまちの景観の形成を図っています。

◎資源循環型社会の構築

町⺠、事業者、行政の協働により、ごみの発生抑制や再利用による減量化、リサイクル
などごみの減量化に取り組むとともに、ごみの収集、処理体制の充実をはじめ一般廃棄物
の適正処理を推進し、自然環境と調和した持続可能な資源循環型社会の構築に積極的に取
り組んでいます。

◎公園の整備

すべての町⺠が潤いのある生活を送れるようにするため、清流・古座川を中心とした公
園などの憩いの場づくりに努めています。

基本⽬標６〜郷⼟愛に満ちた相互扶助のまち〜
◎町⺠参加のまちづくりの推進

町⺠と行政がそれぞれの役割と責任を持って協働し、地域社会における課題解決の仕組
みづくりに向けた、町⺠参加のまちづくりを目指しています。令和７年７⽉には、「古座
川のクリーンキャンペーン」を開催予定です。町⺠自らの⼿でふるさとを綺麗にすること
で、郷土を愛する気持ちをより一層育んでいく取り組みを行っています。

◎コミュニティ活動の充実

地域の連携や郷土意識の継承による魅力ある地域社会の形成に向け、地域コミュニティ
活動の拡充と活性化への取り組みを支援しています。

◎男女共同参画・人権尊重社会の形成

男女が互いに人権を尊重し、個性と能力を充分に発揮し、自分らしく輝いて暮らせる社
会の実現に向け、意識づくりや環境づくりを進めています。

◎時代に即した自治体経営の推進

町⺠との信頼関係を維持し、安心して生活できる行財政運営を進めるため、時代に即し
た効率化に取り組みながら、財政の健全化と行政サービスの向上に努めています。
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